
寒 川町 議会 の議員 その 他非 常勤 の職員 の公 務災 害補 償等に 関す る条 例施 行規則  

新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

目 次  目 次  

第 1章～第 3章  (略 ) 第 1章～第 3章  (略 ) 

第 4章  雑 則 (第 19条― 第 22条 ) 第 4章  雑 則 (第 19条― 第 23条 ) 

附 則  附 則  

～ 略～  ～ 略～  

(災 害の報 告 ) (災 害の報 告 ) 

第 3条  実 施機 関は 、そ の所 管に 属する 職

員 につ いて、公務又 は通 勤に より 生じた

と 認め られ る死傷 病が 発生 した 場合は、

そ の指 定す る者に、速や かに 報告 をさせ

な けれ ばな らない 。  

第 3条  実 施機 関は 、そ の所 管に 属する 職

員 につ いて、公務又 は通 勤に より 生じた

と 認め られ る死傷 病が 発生 した 場合は、

そ の指 定す る者に、速や かに 報告 をさせ

な けれ ばな らない 。負 傷し 、若 しく は疾

病 に か か っ た 職 員 又 は 死 亡 し た 職 員 の

遺 族（ 以下「 被災 職員 等」という 。）か

ら そ の 災 害 が 公 務 又 は 通 勤 に よ り 生 じ

た 旨 の 申 出 が あ っ た 場 合 も 、 同 様 と す

る 。  

(認 定及び 通知 ) (認 定及び 通知 ) 

第 4条  実 施 機関 は 、前 条 の報 告     

 を受 けた ときは 、認定 委員 会の 意見を

き い て そ の 災 害 が 公 務 又 は 通 勤 に よ り

生 じた もの である かど うか を認 定し、公

務 に よ り 生 じ た も の で あ る と 認 定 し た

と き は 地 方 公 務 員 災 害 補 償 公 務 災 害 補

償 通知 書、通 勤に より生 じた もの である

と 認 定 し た と き は 地 方 公 務 員 災 害 補 償

通 勤災 害補 償通知 書に より 、補償 を受 け

る べ き 者 に 速 や か に 条 例 第 3条 第 2項 の

規 定に よる 通知を しな けれ ばな らない 。 

（ 加え る）  

第 4条  実 施機 関は 、前 条の 規定 による 報

告 を受 けた ときは、認定 委員 会の 意見を

き い て そ の 災 害 が 公 務 又 は 通 勤 に よ り

生 じた もの である かど うか を認 定し、公

務 に よ り 生 じ た も の で あ る と 認 定 し た

と き は 地 方 公 務 員 災 害 補 償 公 務 災 害 補

償 通知 書、通 勤によ り生 じた もの である

と 認 定 し た と き は 地 方 公 務 員 災 害 補 償

通 勤災 害補 償通知 書に より、補償 を受け

る べ き 者 に 速 や か に 条 例 第 3条 第 2項 の

規 定に よる 通知を しな けれ ばな らない。 

2 実施機 関は 、前 条の 規定 によ る報告 に

係 る 災 害 が 公 務 に よ り 生 じ た も の 又 は

通 勤 に よ り 生 じ た も の の い ず れ で も な

い と認 定し たとき は、次 に掲 げる 事項を

記 載し た書 面によ り、被 災職 員等 にその

旨 を通 知し なけれ ばな らな い。  

(1) 実 施機 関の長 の職 氏名  

(2) 被 災職 員の氏 名  

(3) 傷 病名  

(4) 災 害発 生年月 日  



(5) 公 務上 の災害 又は 通勤 によ る災害  

で ない と認 定した 理由  

～ 略～  ～ 略～  

（ 加え る）  (審 査の申 立て の教 示 ) 

 第 21条  実 施機関 は、条 例又 は本 規則に 基

づ く補 償に 関する 通知 をす ると きは、第

18条 に 定 め る と こ ろ に よ り 審 査 の 申 立

て を す る こ と が で き る 旨 を 教 示 す る も

の とす る。  

第 21条 （略 ）  第 22条 （略 ）  

第 22条 （略 ）  第 23条 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 こ の 規則 は 、平 成 31年 3月 28日か ら施 行

す る。  

 


